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新発田市子育て世帯移住支援金交付要綱  

 

 

（趣旨）  

第１条　この要綱は、子育て世帯の本市への移住・定住の促進及び中小

企業等 における 人手不 足の解消 に資する ため、 新潟県と 共同して行

う新発田市子育て世帯移住・就業等支援事業において、東京圏から本

市に移住し、就業等をした者に対し、予算の範囲内において子育て世

帯移住支援金を交付することに関し、新発田市補助金等交付規則（昭

和３３年新発田市規則第１０号。第７条において「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

　（定義）  

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるとおりとする。  

　⑴　東京圏　埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。  

　⑵　東京２３区　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８１条

第１項に規定する東京都の特別区をいう。  

　⑶　条件 不利地域　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法（令和３年法律第１９号）、山村振興法（昭和４０年法律第６４

号）、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）、半島振興法（昭和６

０年法律第６３号）、及び小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和４

４年法律第 ７９号）で規 定される条 件不利地域 を有する市町村の

うち、政令指定都市を除く市町村、及び平成２２年国勢調査から令

和２年国勢調査の人口減少が１０％以上の市町村をいう。  

　（交付対象者）  

第３条　子 育て世帯移住支援金の交付を受けることができる者は、交

付申請時（以下「申請時」という。）において、別表第１に掲げる
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移住等に関する要件の全てに該当し、移住先において、別表第２に

掲げる就業等に関する要件のいずれかに該当する者であって、別表

第３に掲げる子育て世帯に関する要件に該当するものとする。  

（交付金額）  

第４条　子育て世帯移住支援金の額は、１世帯につき５０万円とする。 

（交付申請）  

第５条　子 育て世帯移住支援金の交付を受けようとする者は、新発田

市子育て世帯移住支援金交付申請書（別記第１号様式）に、次に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。  

⑴　交付申請者の本人確認書類（写真付きのものに限る。）の写し  

⑵ 　交 付申 請 者の属 す る世 帯の 世帯 員全 員の 移住 元の 住民 票 除票の

写し（続柄の記載があるもの）  

⑶　誓約書兼同意書（別記第 1 号様式の２）  

⑷　就業先法人の就業証明書（別記第２号様式）又は所属先企業等の

就業証明書（テレワーク用）（別記第２号様式の２）若しくは就業

時間の証明書（テレワーク・個人事業主、フリーランス用）（別記

第２号様式の３）  

⑸　起業支援金の交付決定通知書の写し（県の実施する起業支援事業

を利用し起業した場合に限る。）  

⑹ 　関 係人 口 である こ とを 証明 する 書類 及び 就業 先事 業主 等 の就業

証明書（別記第２号様式の４）（関係人口に該当する場合に限る。） 

⑺　その他市長が必要と認める書類  

（交付決定等）  

第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審

査の上、子育 て世帯移住支援金を交 付することが適当と認めるとき

は、速やかに新発田市子育て世帯支援移住支援金交付決定通知書（別

記第３号様式。以下「交付決定通知書」という。）により、当該交付
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申請者に通知するものとする。  

２　市長は、審査の結果、子育て世帯移住支援金の交付を不適当と認め

たときは、その旨を交付申請者に通知するものとする。  

３　市長は、第１項の規定により交付の決定をする場合において、必要

と認めるときは、条件を付すことができる。  

　（実績報告書の省略等）  

第７条　子 育て世帯移住支援金の交付については、規則第１２条の規

定による補助 事業等実績報告書の提 出を省略するものとする。この

場合において、前条第１項の規定による交付決定通知をもって、規則

第１３条の規定による確定通知があったものとみなす。  

　（子育て世帯移住支援金の交付）  

第８条　市 長は、第６条第１項の規定により交付することを決定した

ときは、速やかに交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

に子育て世帯移住支援金を交付するものとする。  

（報告及び立入調査）  

第９条　市長は、新発田市子育て世帯移住・就業等支援事業が適切に実

施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交

付決定者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。  

２　市長は 、交付決定者が正当な理由なく前項の規定による報告及び

立入調査の求 めを拒んだときは、次 条の規定による交付金の返還を

請求することができる。  

（交付金の返還請求）  

第１０条　 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すること

が判明したときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、当該各号の

区分に応じ、 交付した子育て世帯移 住支援金の全額又は半額の返還

を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等子育

て世帯移住支 援金の交付を受けた者 においてやむを得ない事情があ
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るものとして市が新潟県と協議し、認めた場合はこの限りでない。  

⑴　虚偽の申請等を行っていた場合　全額  

⑵ 　子 育て 世 帯移住 支 援金 の申 請日 から 起算 して ３年 未満 に 本市か

ら転出した場合　全額  

⑶ 　子 育て 世 帯移住 支 援金 の申 請日 から 起算 して １年 以内 に 子育て

世帯移住支援金の交付要件を満たす職を辞した場合　全額  

⑷　起業支援金の交付決定を取り消された場合　全額  

⑸ 　テ レワ ー クの要 件 を満 たす 子育 て世 帯移 住支 援金 の申 請 日から

１年 以内 に 子育 て 世帯 移住 支 援金 の要 件 を満 たさ なく な っ た場合　

全額  

⑹ 　関 係人 口 の要件 を 満た す子 育て 世帯 移住 支援 金の 申請 日 から１

年 以 内 に 子 育 て 世 帯 移 住 支 援 金 の 要 件 を 満 た さ な く な っ た 場 合　

全額  

⑺ 　子 育て 世 帯移住 支 援金 の申 請日 から 起算 して ３年 以上 ５ 年以内

に本市から転出した場合　半額  

　（その他）  

第１１条　 この要綱に定めるもののほか、子育て世帯移住支援金の交

付に必要な事項は、市が新潟県と協議の上、定める。  

附　則  

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。  

附　則  

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。ただし、改正後の別表

第１から別 表第３までの規定は、この要綱の実施日以後に転入した者

について適用し、この要綱の実施日前に転入した者については、なお従

前の例による。  

附　則  

この要綱は、令和８年４月１日から実施する。ただし、改正後の別表
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第１から別 表第３までの規定は、この要綱の実施日以後に転入した者

について適用し、この要綱の実施日前に転入した者については、なお従

前の例による。  

 

別表第１（第３条関係）  

 

移

住

等

に

関

す

る

要

件

⑴ 　 移 住 元 に 関

す る要 件 　

次 に 掲げ る 事項 の 全 てに 該 当す る こと 。  

ア 　 本 市 に 住 民 票 を 移 す 直 前 １ ０ 年 間 の う ち 、 通

算 ５ 年 以 上 、 東 京 圏 の う ち の 条 件 不 利 地 域 以 外

の 地域 に 在住 し てい た こ と。  

イ 　 本 市 に 住 民 票 を 移 す 直 前 に 、 連 続 し て １ 年 以

上 、 東 京 圏 の う ち の 条 件 不 利 地 域 以 外 の 地 域 に

在 住し て いた こ と。  

ウ 　 新 発 田 市 移 住 支 援 金 交 付 要 綱 別 表 第 １ （ 第 ３

条 関 係 ） ⑴ に 定 め る 移 住 元 に 関 す る 要 件 に 該 当

し ない こ と。

 ⑵ 　 移 住 先 に 関

す る要 件

次 に 掲げ る 事項 の 全 てに 該 当す る こと 。  

ア 　本 市 に住 民 票 を移 し て 転入（ 以 下「 転入 」とい

う 。） した こ と 。  

イ 　申 請 時に お い て転 入 後 １年 以 内で あ るこ と 。  

ウ 　 子 育 て 移 住 支 援 金 の 交 付 申 請 日 か ら ５ 年 以

上 、 本 市 に 継 続 し て 居 住 す る 意 思 を 有 し て い る

こ と。

 ⑶ 　 そ の 他 の 要

件

次 に 掲げ る 事項 の 全 てに 該 当す る こと 。  

ア 　暴 力 団（ 新 発田 市 暴 力団 排 除条 例（ 平 成 ２ ４年

新 発 田 市 条 例 第 ２ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る

暴 力団 を いう 。以 下同 じ。）若し く は暴 力 団 員（ 同

条 例 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。
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 以 下同 じ 。）その 他 の反 社 会的 勢 力 又は 反 社 会的

勢 力 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 す る 者

で ない こ と。  

イ 　日 本 人で あ る、又 は 外国 人 であ っ て、出 入 国管

理 及び 難 民認 定 法に 定 め る「 永住 者」、「 日 本 人の

配 偶者 等 」、「 永 住 者の 配 偶者 等 」、「 定 住 者」、及

び 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離

脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 に 定 め

る「 特 別永 住 者」の いず れ かの 在 留 資格 を 有 する

こ と。  

ウ 　申 請 者（ 申 請者 を 含む 世 帯 員の い ずれ も）は、

過 去 １ ０ 年 以 内 に 申 請 者 を 含 む 世 帯 員 と し て 移

住 支援 金 を受 給 して い な いこ と。た だ し、移 住支

援 金 を 全 額 返 還 し た 場 合 や 過 去 の 申 請 時 に １ ８

歳 以 下 （ １ ８ 歳 到 達 後 の 最 初 の ３ 月 ３ １ 日 ま で

を いう 。以下 同 じ。）の世 帯 員だ っ た者 が 、５年

以 上経 過 し、１ ８ 歳以 下 の世 帯 員で は なく な り、

新 潟県 知 事及 び 市長 が 認 める 場 合を 除 く 。  

エ 　 そ の 他 新 潟 県 知 事 又 は 市 長 が 子 育 て 世 帯 移 住

支 援 金 を 交 付 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め た 者

で ない こ と。
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別表第２（第３条関係）  

 

就

業

等

に

関

す

る

要

件

⑴ 　 就 業 に 関 す

る 要件

次 に 掲げ る ア又 は イ のい ず れか に 該当 す るこ と 。  

　 ア 　 一 般 の 場 合 　 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す

るこ と 。  

（ ア ） 　 勤 務 地 が 東 京 圏 以 外 の 地 域 又 は 東 京 圏

内 の 条件 不 利 地域 に 所 在す るこ と 。  

（イ ）　 就 業先 が 、新 潟県 移 住・就 業等 支 援 事業

及 び 新 潟 県 起 業 支 援 事 業 実 施 要 領 第 ５ の ２ ⑴

に 規 定す る マ ッチ ン グ サイ ト（ 以 下「 マ ッ チン

グ サ イト 」とい う。）に 求人 情 報 を掲 載 し た法

人 等（ 以 下「 移住 支 援金 対 象法 人 等」と い う。）

で あ るこ と 。  

（ウ ）　 就 業 者の ３ 親 等以 内 の親 族 が代 表 者、取

締 役 そ の 他 の 経 営 を 担 う 職 務 に 就 い て い る 法

人 等 への 就 業 でな い こ と。  

（エ ）　 移 住 支援 金 対 象法 人 等に 、週２ ０ 時 間以

上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ い て 就 業 し て い る こ

と 。  

（オ ）　（ イ）に 規定 す る求 人 への 応 募日 が、マ

ッ チ ン グ サ イ ト に 当 該 求 人 が 移 住 支 援 金 の 対

象 と して 掲 載 され た 日 以後 であ る こと 。  

（カ ）　 移 住 支援 金 対 象法 人 等に 、子育 て 世 帯移

住 支 給 金 の 交 付 申 請 日 か ら ５ 年 以 上 、 継 続 し

て 勤 務す る 意 思を 有 し てい るこ と 。  

（キ ）　 転勤 、出 向、出 張、研 修 等 によ る 勤 務地

の 変 更で は な く、 新 規 の雇 用で あ るこ と 。  

　 イ 　 専 門 人 材 の 場 合 　 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 事
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 業 又 は 先 導 的 人 材 マ ッ チ ン グ 事 業 を 利 用 し て 就

業 し た 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 の 全 て に 該 当 す る

こと 。  

（ ア ） 　 勤 務 地 が 東 京 圏 以 外 の 地 域 又 は 東 京 圏

内 の 条件 不 利 地域 に 所 在す るこ と 。  

（ イ ） 　 週 ２ ０ 時 間 以 上 の 無 期 雇 用 契 約 に 基 づ

い て 就業 し て いる こ と 。  

（ウ ）　 当 該 就業 先 に おい て、子 育 て世 帯 移 住支

援 金 の 交 付 申 請 日 か ら ５ 年 以 上 、 継 続 し て 勤

務 す る意 思 を 有し て い るこ と。  

（エ ）　 転勤 、出 向、出 張、研 修 等 によ る 勤 務地

の 変 更で は な く、 新 規 の雇 用で あ るこ と 。  

（ オ ） 　 目 的 達 成 後 の 解 散 を 前 提 と し た 個 別 プ

ロ ジ ェ ク ト へ の 参 加 等 離 職 す る こ と が 前 提 で

な い こと 。

 ⑵ 　 テ レ ワ ー ク

に 関す る 要 件

次 に 掲げ る 事項 の 全 てに 該 当す る こと 。  

ア 　 所 属 先 企 業 等 か ら の 命 令 で は な く 、 自 己 の 意

思 に よ り 移 住 し た 場 合 で あ っ て 、 移 住 先 を 生 活

の 本 拠 と し 、 移 住 元 で の 業 務 を 引 き 続 き 行 う こ

と 。  

イ 　 移 住 先 で テ レ ワ ー ク に よ り 勤 務 す る （ 原 則 と

し て恒 常 的に 通 勤し な い）こ とと し、か つ 週 ２０

時 間以 上 テレ ワ ーク を 実 施す る こと 。  

ウ 　地 域 未来 交 付 金（ デ ジタ ル 実装 型）又 は そ の前

歴 事 業 を 活 用 し た 取 組 の 中 で 、 所 属 先 企 業 等 か

ら 当該 移 住者 に 資金 提 供 され て いな い こ と。
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別表第３（第３条関係）  

 ⑶ 　 本 事 業 に お

け る 関 係 人 口

に 関す る 要 件

次 の【 対 象者 の 要件 】の い ずれ か に該 当 し、か つ【 地

域 の 担い 手 確保 の 要 件】の い ずれ か に該 当 する こ と。 

【 対 象者 の 要件 】  

ア 　 新 発 田 市 公 式 LINE ア カ ウ ン ト へ 登 録 し て い

る こと 。  

イ 　 し ば た サ ポ ー タ ー ズ ク ラ ブ の 会 員 で あ る こ

と 。  

ウ 　新 発 田市 に 居 住経 験 の ある こ と。  

【 地 域の 担 い手 確 保 の要 件 】  

ア 　農 林 水産 業 に 就業 す る こと 。  

イ 　 家 業 等 （ 就 業 者 に と っ て ３ 親 等 以 内 の 親 族 が

代 表 者 、 取 締 役 な ど の 経 営 を 担 う 職 務 を 務 め て

い る法 人 等） に 就業 す る こと 。

 ⑷ 　 起 業 に 関 す

る 要件

新 潟 県 移 住 ・ 就 業 等 支 援 事 業 及 び 新 潟 県 起 業 支 援

事 業 実 施 要 領 第 ６ に 規 定 す る 起 業 支 援 事 業 に 係 る 起

業 支 援金 の 交付 決 定 を受 け てい る こと 。

 子 育 て 世 帯 に 関 す る

要 件

次 に掲 げ る事 項 の 全て に 該当 す る こと 。  

⑴ 　 申 請 者 及 び １ ８ 歳 以 下 の 者 を 含 む ２ 人 以 上 の

世 帯員 が 移住 元 にお い て、住民 票の 上 で同 一 世 帯

に 属し て いた こ と。  

⑵ 　 申 請 者 及 び １ ８ 歳 以 下 の 者 を 含 む ２ 人 以 上 の

世 帯員 が 申請 時 にお い て、住民 票の 上 で同 一 世 帯

に 属し て いる こ と。  

⑶ 　 申 請 者 及 び １ ８ 歳 以 下 の 者 を 含 む ２ 人 以 上 の

世 帯員 が 令和 ７ 年４ 月 １日 以 降に 転 入し た こ と。 

⑷ 　 申 請 者 及 び １ ８ 歳 以 下 の 者 を 含 む ２ 人 以 上 の
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 世 帯員 が いず れ も、申請 時 にお いて 転 入後 １ 年 以

内 であ る こと 。  

⑸ 　 申 請 者 及 び １ ８ 歳 以 下 の 者 を 含 む ２ 人 以 上 の

世 帯員 が いず れ も、暴力 団 若し くは 暴 力団 員 そ の

他 の 反 社 会 的 勢 力 又 は 反 社 会 的 勢 力 と 社 会 的に

非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 す る 者 で な い こ

と。


